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校 長 奥 野 直 健 

 

学習用端末等の家庭への持ち帰りについて  

 

 保護者の皆様には、平素より本校の教育にご理解とご協力をいただきありが

とうございます。  

４日間の学校休業を終え２学期が始まりましたが、今後、新型コロナウィルス

感染症の感染拡大により、学級休業等の対応を行うことも予想されます。生徒の

学びを保証するという観点から、生徒の発達段階や教科の特性に応じて、プリン

ト学習や学習動画の視聴をはじめ、ICT を活用した学習を実施することなどに

より、できる限り学習の進捗に遅れが生じないよう取り組んでまいります。  

つきましては、本日、次のとおり学習用端末等を家庭へ持ち帰らせますのでよ

ろしくお願いします。  

 

記  

 

○持ち帰らせる物品 

・学習者用端末一式（タブレットパソコン 電源アダプター 電源ケーブル） 

・モバイルルーター一式 ※必要なご家庭のみ 

・保管用ケース ※３年生のみ（１，２年生は後日配付予定） 

○端末を使って、デジタルドリル等を行うなど、家庭学習で利用可能です。 

○破損や紛失にはご注意をお願いします。 

○授業等で必要な場合は、あらためてお知らせします。 

○貸付依頼書を未提出のご家庭は、至急ご提出ください。 


